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北町西小学校の教育活動再開と当面の対応について 
 

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大は予断を許さない状況が続いています。一方、学校の休

校が長期に及び、子供たちの学習の遅れはもとより、運動不足や生活リズムの乱れによる心身の健

康保持に重大な懸念が寄せられています。 

 こうした中、文部科学省は３月 19 日の専門家会議の提言を踏まえ、3月 24 日に学校再開に向け

たガイドラインを公表しました。練馬区はこれを受け、何よりも子供たちの命と健康を守ることを

第一に、感染防止対策の徹底を図りながら、区立学校を 4 月の新学期から再開することとしまし

た。 

 本校におきましても、下記の内容にて教育活動を再開いたします。ご理解ご協力のほど、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

                    記 

１． 北町西小学校は、４月６日（月）の新学期から、教育活動を再開します。 

４月６日（月）から４月１０日（金）までは、次の方法によります。 

・午前４時間授業 

・給食の提供あり 

※４月１３日（月）以降については改めてお知らせします。 
 

教育活動の再開にあたっては、「換気の悪い密閉空間」「多くの人の密集」「近距離での会
話」の三つの条件が重なることを徹底的に避けるよう活動します。毎朝の検温、教室等のこま
めな換気、マスク着用、手洗いの励行、感染リスクが高い活動の回避など、感染防止対策を徹
底します。 

また、一部の学校行事等を中止、または延期することがあります。 
 

※行事ごとの詳細は別途お伝えします 
 

２． 始業式、入学式は、参加者および内容等の規模を縮小するとともに、感染防止対策を講じ

た上で、実施します。（詳細は裏面２ページを参照ください） 
 

※ 入学式は、教職員、ＰＴＡ会長、入学児童、保護者、新 6年生の代表児童 1名のみの参加と

します。 
 

※ 入学式の事前準備、式練習で新 6年生が、4月３日に登校する予定でしたが、全て教職員で

行いますので、新 6年生の登校はありません。 
 

３． 学童クラブは、感染防止対策を講じた上で、4月以降も運営を継続します。 
 

４． ねりっこひろば事業は４月６日（月）から感染防止対策を講じた上で、再開します。広場

室で受付後、校庭のみを使用する予定です。広場室は荷物置き場とします。 

（雨天時は、学校運営に支障のない範囲で体育館を使用） 

 

なお、今後の状況により、対応を変更する場合には改めてご連絡いたします。 
  



裏面（２ページ目） 

 

北町西小学校の始業式、入学式の実施内容及び感染防止対策等について 

 

１ 始業式について 

（１）対策 

・集団で集まることを避けるため、修了式と同様、放送にて実施いたします。 

・校歌斉唱はせず、可能な限り時間を短縮します。 
 

（２）実施日 ４月６日（月） 

   ・登校時刻 通常通りの登校（８：１５） 

   ・玄関でクラス分け名簿を受け取り、教室に入ります。 

   ・新２年生は校庭側の玄関で、新３・４・５・６年生は駐車場側の玄関で名簿を配布します。 

   ・ご家庭で必ず検温を行い、お子様の健康管理をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

８：３０～ 放送で始業式  ９：１５頃 下校 
 

※持ち物 

連絡帳、筆記用具、連絡帳、上履き（教室内に入るので忘れないように持たせて

ください。）可能な限りマスクの着用をお願いいたします。 

 

２ 入学式について 

（１）実施日 小学校：４月６日（月） 

       受付 ９：５０～１０：１０  １年生入場 １０：２０ 

       開式 １０：３０  終了 １０：４５ 

       

（２）感染防止対策 

・教職員、代表児童１名、ＰＴＡ会長、保護者の参加。来賓は参加をご遠慮いただきます。 

・保護者は原則２名以内でお願いいたします。ご高齢、ご持病をお持ちの方のご参加はご遠 

慮いただければ幸いに存じます。 

・内容縮減による時間短縮を行います。 

・マスクの着用、手指消毒、換気等の感染防止対策を十分に行います。 

 

※「入学のご案内」をホームページに掲載いたします。 

（新 1年生保護者説明会で配布した内容を若干変更、加筆しております） 

 風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く場合、強いだるさ（倦

怠感）息苦しさ（呼吸困難）がある場合は、以下にご相談いただくととも

に、学校にもご連絡ください。 

〇平日（９：００～１７：００） 

    練馬区保健所内 帰国者・接触者相談センター  

０３－５９８４－４７６１ 

〇土・休日・夜間 

東京合同センター          ０３－５３２０－４５９２ 

 


